
亀山市告示第６６号 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

令和４年３月３０日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱の一部を改正する告示 

 

亀山市予防接種県外接種費助成金交付要綱（平成３０年亀山市告示第６６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分を同表の改正後欄に掲げる規定の

下線を付した部分に改める。 

改正後 改正前 

別表（第４条関係） 

区分 助成金の額 

（消費税及び地 

方消費税を含む。）

ロタウイ

ルス 

乳児 

５価経口弱毒生ロ

タウイルスワクチ

ン 

（ロタテック） 

１２，４９６円 

乳児 

経口弱毒生ヒトロ

タウイルスワクチ

ン 

（ロタリックス） 

１７，５２３円 

Ｂ型肝炎 乳児 ９，１２５円 

長期疾患：幼児 ７，６９５円 

長期疾患：児童・

生徒 

６，３２０円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １１，４０７円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，６０２円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，７７３円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９６８円 

水痘 乳幼児 １１，８０３円 

長期疾患：児童・

生徒 

８，９９８円 

ＢＣＧ 乳児 １２，３５３円 

長期疾患：幼児 １０，９２３円 
 

別表（第４条関係） 

区分 助成金の額 

（消費税及び地 

方消費税を含む。）

ロタウイ

ルス 

乳児 

５価経口弱毒生ロ

タウイルスワクチ

ン 

（ロタテック） 

１１，８９１円 

乳児 

経口弱毒生ヒトロ

タウイルスワクチ

ン 

（ロタリックス） 

１６，９１８円 

Ｂ型肝炎 乳児 ８，５２０円 

長期疾患：幼児 ７，０９０円 

長期疾患：児童・

生徒 

６，２６５円 

Ｈｉｂ感

染症 

乳幼児 １０，８０２円 

長期疾患：児童

（１０歳未満） 

８，５４７円 

小児用肺

炎球菌 

乳幼児 １４，１６８円 

長期疾患：児童

（６歳未満） 

１１，９１３円 

水痘 乳幼児 １１，１９８円 

長期疾患：児童・

生徒 

８，９４３円 

ＢＣＧ 乳児 ９，８２３円 

長期疾患：幼児 ８，３９３円 
 



 （４歳未満）  

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １４，００３円 

児童 １１，１９８円 

 

 （４歳未満）  

ＤＰＴ―

ＩＰＶ 

４種混合 

乳幼児 １３，３９８円 

児童 １１，１４３円 

 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


